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企業ホームページの作成　１０万円～�
（トップページ、会社概要、商品紹介、地図　等）
ネットショップの構築・運営サポート　１５万円～�
（ネットショップ立ち上げから運営方法までサポート！）

新しい手段での販路拡大を検討してみませんか？

木竹会計事務所

生命保険料、払いすぎていませんか？
相続対策など、お客様に合った必要最低限の保険を提案を
させていただきます。

生命保険加入は木竹会計におまかせ！お気軽にご相談ください。

損益計算書の見方①

　経営分析の本を読むと、損益に関する分析指標もたくさん出ています。
しかし、その指標の全てに意味があるのかといわれると疑問があります。
そこで、木竹会計では、できるだけ解りやすく以下の5点を損益計算書上
見るべき最重要ポイントとして注目しています。

～会社の現在の状況を把握し、利益を出し、資金を残す体質づくりのために～

①売上高

②原価率

③人件費比率

④その他固定費比率

⑤経常利益

前期比・予算比を注意しよう！

まずは難しく考えずに、シンプルに損益計算書を見てみましょう。
本来の会社の状態が見えてきます。

売上原価（卸・小売業の場合は仕入高÷売上高）

人件費（役員報酬、給与、社会保険料等の合計）÷売上総利益率

人件費以外の販売管理費÷売上総利益率

前期比・予算比をチェック！

　多くの会社では売上目標が最も重視されています。しかし、会社社長の視点から
すると、売上高よりも売上総利益をより多く残すことが、非常に重要にになります。
　売上総利益を決めるのは、①と②。売上総利益のどのように使っているのか表す
のが③と④。その結果が⑤の経常利益につながります。

目安としては③が60％以下、
④が40％以下です。

次回は、①～⑤の数字についてもっと詳しく見てましょう。

今月のポイント！

相続の基礎知識と節税対策
連
載

民法編　第6回

●ワンポイントＰＣ教室●
～カラープリンタの印刷コストを下げる～

　カラープリンタは、チラシやＰＯＰを印刷したり、写真を印刷したり、ネットの情報を印刷したり
と活用方法は様々ですが、ＰＣと並んでビジネスの必需品であることは間違いありません。

　量販店に行くと所狭しと高品質でも安価なプリンタが並び、
デジカメで撮った写真をサンプルとして置いています。
品質はどんどん向上していますが、心配なのが印刷物のコストです。

遺言の必要性

相続のご相
談もお受け

いたします
！

「遺言」とは、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、民法上一定の方式に
従ってする単独の意思表示のことです。
遺言者の死亡によってその時から効力が生じます。相手方の承諾などは必要ありません。

ＰＣのこと、お気軽にご相談ください！

ただし、作成時には遺言者が15歳以上であること、意思能力があること、
複数の人との共同遺言でないという要件が必要です。
　また、遺言は、遺言者が別の遺言をすることで何度でも
遺言の全部または一部を取り消すことができます。

自分たちが求める品質にあったインクの使い方を覚えることで、驚くほどコストに違いがでます。
この機会に見直してみませんか？
また印刷には、裏紙と普通紙と使い分けましょう。財政に優しく、環境にも優しく一石二鳥！

　そこで、今回はちょっとした工夫でカラープリンタの印刷コストを
下げる方法をお伝えします。
私は以前、安いプリンタを買って満足していたら替えのインク代があまりにも
高く、とても後悔した経験があります。プリンタを買うときにはインクも一緒に確認しておきましょう。

互換インクやリサイクルインク、詰め替えインクを使う

設定でインク使用量を減らす

　メーカーによっては、互換性があるインクが販売されていることがあります。例えば価格は、5色インクで
千円～2千円安価です。Ａ４ふちなし写真の印刷の場合は、1枚50円～80円の差がでます。しかし品質は若干
劣りますので、リスクを承知した上で利用しましょう！
　また、純正品でもインクのみ詰め替えられる商品が販売されていることもあります。容器分安価です。

　印刷する際、プリンタのプロパティで印刷物の品質を選ぶことができます。プリンタによって、
設定方法は異なりますが、例えばキャノンのプリンタだと印刷品質「早い」にしたり印刷濃度を「薄く」
と設定すると使われるインク量が減ります。また他には「エコノミーモード」や「ドラフトモード」で
印刷するという設定でインク量を変えられるものがあります。

・相続人の間の争いを防ぎたい
・相続人以外の特定の人に財産を与えたい
・特定の相続人に法定相続分以上に財産を与えたい
・子供がなく親または兄弟姉妹が相続人となる
・認知したい子供がいる

ポイン
ト！

遺言
の必
要性

以上の場合には、遺言が有効な手段となります！


